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院内各部署参加により、「経営強化プラン」の推進を図る。

選ばれる病院となるため、効果的な広報や営業活動を推
進する。

津島市民病院に勤務する職員が働きやすく、ハラスメント
のない職場づくりや、レベルアップできる環境を整えること
に努め、職員満足度を高める。

地域において果たすべき役割の遂行

診療報酬改定への対応

経営強化プランの推進

病院広報活動の強化

働きがいのある職場づくりの推進

二次救急病院として、地域で診るべき患者を受け入れると
ともに、災害拠点病院として、適切な医療提供体制の確保
に努める。

継続的な情報収集、情報共有に努め、改定内容に対する
理解を深め、適切に対応する。

■あるべき姿と方策

市民病院事務局　　 　　　 　57人（うち任期付職員１人・会計年度任用職員27人）
　事務局長　　　　　　　　　　  １人
　管理課　　　　　　　　　　 　 29人（うち会計年度任用職員15人）
　医事課　　　　　　　　　　　  23人（うち任期付職員１人・会計年度任用職員12人）
　経営戦略部経営戦略室　　４人（うち会計年度任用職員１人）

■部の構成

部　名 市民病院事務局 部 長 名 水谷　博光

【部の使命】【部のビジョン】

〇「地域とつながり安心・信頼の医療を提供」・・・市
民病院が、安定した経営のもと、患者の立場にたっ
た医療を提供し、 地域に必要とされる「なくてはなら
ない病院」となっている。
〇制度改革など市民病院を取り巻く環境の変化に
適切に対応している。
〇 地域における役割を果たしていくための機能の
維持に努めている。

■課題の認識

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

〇事務局は「良質な医療の提供・円滑な病院運営の
ためのマネジメント」を行っている
○経営の効率化、医療体制の充実を進め、安定した
病院経営を実現する。
○地域医療機関、施設等と連携を強化し地域医療の
体制を確立する。
○地域医療構想を踏まえた役割、地域包括ケアシス
テムの構築に向けての役割を認識し果たす。
○保健、介護、福祉部門等と連携し、「健康で暮らせ
るまちづくり」に重要な役割を果たす。
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施策コード

121

122

123

#N/A

#N/A

施策のめざす姿

身近な地域のかかりつけ医と専門性の高い市民病
院とが連携し、市民が安心して医療を受ける環境
が整っています。また、市民病院が「海部医療圏の
医療を守る要」としての役割を果たすとともに、医
療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供
される「地域包括ケアシステム」の一翼を担い、市
民の安心の砦として後方支援を行っています。

身近な地域のかかりつけ医と専門性の高い市民病
院とが連携し、市民が安心して医療を受ける環境
が整っています。また、市民病院が「海部医療圏の
医療を守る要」としての役割を果たすとともに、医
療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供
される「地域包括ケアシステム」の一翼を担い、市
民の安心の砦として後方支援を行っています。

身近な地域のかかりつけ医と専門性の高い市民病
院とが連携し、市民が安心して医療を受ける環境
が整っています。また、市民病院が「海部医療圏の
医療を守る要」としての役割を果たすとともに、医
療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供
される「地域包括ケアシステム」の一翼を担い、市
民の安心の砦として後方支援を行っています。
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管理課
医事課

経営戦略室

#N/A

地域医療構想を踏ま
えた市民病院の役
割の推進

管理課
医事課

経営戦略室
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■方向性の設定

【重点方針】

１　地域において果たすべき役割の遂行
 　　二次救急病院として、地域で診るべき患者を受け入れるとともに、災害拠点病院として、適切な医療提供体
制の確保に努める。
　①当院での診療が必要な救急患者の積極的受け入れ　②紹介・逆紹介患者の増加　③円滑な災害時医療救
護活動を行うための体制確保
２　診療報酬改定への対応
　　継続的な情報収集、情報共有に努め、改定内容に対する理解を深め、適切に対応する。
　①施設基準の新規取得　②加算取得の向上
３　経営強化プランの推進
　　院内各部署参加により、「経営強化プラン」の推進を図る。
　①経営強化推進委員会の開催　②実行計画の見直し・推進・進捗管理　③経営評価委員会による点検・評価
４　病院広報活動の強化
　　選ばれる病院となるため、効果的な広報や営業活動を推進する。
　①当院の強みや特色の積極的発信（HP・広報誌・SNS等の効果的活用）　②目的を持った開業医や施設訪問
の実施
５　働きがいのある職場づくりの推進
　　津島市民病院に勤務する職員が働きやすく、ハラスメントのない職場づくりや、レベルアップできる環境を整え
ることに努め、職員満足度を高める。
　①ワークライフバランス　②業務改善の推進　③職場内外での研鑽機会の充実

【施策の方針一覧】

課名施策の方針優先
順位

2

1
地域の救急医療体
制の推進

管理課
医事課

経営戦略室

市民病院の経営の
効率化
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関連大学や医療職の教育機関等への営業活動を進めると
ともに、看護修学資金を積極的に活用する。

医療のトレンドや診療体制を考慮し、医療機器の計画的か
つ効果的な更新と導入を行い、急性期病院としての機能の
維持・向上を図る。

安定的な医療を提供するために、経年劣化する施設や設備
の修繕を計画的かつ効率的に進める。

必要な医薬品・診療材料の購入価格の低減を図る。また、
委託業務の内容や契約手続きについて、必要な見直しを行
う。

専門的知識・技能の習得や接遇能力の向上、医療の質と患
者満足度の向上のため、職場内外での教育機会を充実す
る。

職員が仕事に対するモチベーションを維持・向上することが
できるように、ワークライフバランスを推進するとともに、適
切な評価、資格取得の支援など、職場環境を整える。

災害時や新興感染症の流行時においても、継続して医療を
提供できるよう、職員の意識と技能の向上を図るとともに、
医療資源の備蓄と安定供給を図る。

常勤医師を中心とした医療職の確保

経年劣化する医療機器の計画的な更新

施設や設備の計画的な修繕

医薬品、診療材料、委託費等の経費削減

人材の育成

災害や緊急時に対する機能強化

働き甲斐のある職場環境づくり

市民病院管理課　29人
　 課長　　　　　　　 １人
　 管理Ｇ　　　　　 16人（うち再任用職員１人、会計年度任用職員９人）　※託児所６人・臨床心理士２人含む。
　 用度Ｇ　　　　　　８人（うち会計年度任用職員３人）
　 秘書Ｇ　　　　　　４人（うち会計年度任用職員３人）

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

・救急・入院・手術など専門性の高い急性期医療や地
震・風水害時の災害医療など特殊な分野にも対応できる
医療提供体制が整っている。
・すべての職員が社会構造・医療制度の変化や医療技
術の進歩に適切に対応し、医療の質の向上のため職員
自身の能力を最大限に発揮できている。

・医療提供体制の維持・向上のため、人材を確保する。
・働き方改革に対応し、適切な人事制度を運用する。
・働きがいのある職場づくりや職員の資質向上の機会の充
実に努め、職員のモチベーション・満足度の向上、質の高い
医療の提供を図る。
・医療機器・設備等の整備や適切な維持管理を行い、病院
機能の維持・向上に努める。
・費用対効果を踏まえた経費節減を行う。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課　名 市民病院管理課 課 長 名 吉田　康浩

■課の構成
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病院組織全体の運営管理および提供される医療につい
ての評価である「病院機能評価」を受審し、評価の結果
明らかになった課題に対し改善に取り組み医療の質向
上を図る。

質の高い医療・患者サービスを提供することができるよ
うに、職員教育の機会と内容を充実する。

仕事に対するモチベーションの維持・向上につながるよ
うに、働き甲斐のある職場環境づくりの一つとして、資格
取得等に対する支援制度の整備を図る。

災害拠点病院としての役割を果たせるよう、訓練等を通
じて職員の意識と技能を向上し、災害時や感染症の流
行時への適切な対応を図る。

職員の健康確保の観点から、所属職員の時間外勤務の
状況を的確に把握するとともに、業務改善（業務の必要
性・内容・主体の見直し等）を行い、時間外勤務時間は必
要最小限とするよう努める。

市広報紙、ホームページ、SNSなど、各種媒体の積極的
かつ効果的利用を行うとともに、広報人材の育成を図
る。

医薬品・診療材料の購入価格の低減、委託契約の内容
や契約手法の見直し等により、経費節減を図る。

10 コスト削減事業

6
時間外勤務時間削
減事業

助成制度整備事業

7
災害時等対策推進
事業

9

4
病院機能評価受審
事業

8 職場教育充実事業

122

122

5 広報・PR強化事業

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2
医療機器等整備事
業

3
市民病院設備改修
事業

MRI装置を始めとする医療機器の適切な機種選定と円
滑な更新を行うとともに、次年度以降の適切な更新を計
画する。

安定的に医療を提供できるよう、計画的な設備の更新と
故障時等の速やかな修繕を行う。

122 3 すべての人に
健康と福祉を1 医療職確保事業

医療提供体制の維持・向上のため、関係大学・養成学
校等への営業活動や看護修学資金を活用し、安定的な
看護師確保を行う。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・医師をはじめとする医療職員を確保する。
・医療機器の整備と施設・設備の修繕を計画的・効率的に行う。
・機能評価受審を通して、病院の機能向上を図る。
・広報、PRの強化を図る。
・災害時、新興感染症流行時において、継続して医療が提供できる体制を確保する。
・職員教育の機会を充実する。
・経費節減を推進する。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード
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3 すべての人に
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8 働きがいも経
済成長も
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3 すべての人に
健康と福祉を
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救急車受入について、体制や応需基準を再確認し、２次救
急病院として機能を果たす。

診療報酬改定に適切に対応し、施設基準での新規取得や
上位取得により、収益の向上に努める。

診療報酬の制度の理解を深め、医事業務委託業者と情報
共有を図る。査定・減点されにくいレセプトの作成に努める。

医療情報システムの利用期間や保守年数を考慮し、計画的
な更新を進める。

医療情報システムを活用し、診療行為に関するデータの精
度向上に努める。

退院時でなく、入院時から診療費の具体的な支払方法を提
案。特に外国人などの保険未加入者へは早急な対応によ
り、可能な限り保険診療できるよう諸手続きを提案する。

医師事務作業補助者（MA）を確保し、医師からのタスクシフ
トの拡充を図り、医師の負担軽減に務める。

救急受入の充実

施設基準の取得と適正な運用

診療報酬の適正な請求

医療情報システムの計画的な更新及び維持管理

医事に関わるデータの精度向上

インシデントレポート（事故報告）システムより、接遇に関す
る事例をデータ化することで、対応や未然の防止策を検討
することで、接遇面の向上を図る。

医師事務作業補助者（MA）の拡充及び質の向上

患者サービス、接遇等の向上

未収金の発生予防

■課の構成（令和６年４月１日現在）

医事課　　　 23人
　課長　　　　 １人
　医事Ｇ　　　22人
（うち正職員３人　診療情報管理士６人　任期付職員１人、会計年度任用職員12人、（巡視員２人、ＭＡ８人、
事務員２人含む））

課 長 名 木村　信之

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

・地域に必要な病院としての役割を果たす為、二次
救急病院としての適切な医療の提供を行っている。
・医療の質の向上の為、患者サービスの推進に努
め、良質な医療の提供、円滑な病院運営のための
事務職員の育成を行っている。
・経営の安定化の為、診療報酬算定等、医業収益の
向上に努め、現状把握、情報収集、知識習得に努
め、目標に向けて業務を行っている。

・患者、家族の方に安心感を与える接遇の向上。
・診療報酬の適正な算定、取得可能な施設基準の取
得。
・医療情報システムの維持管理。
・医師事務作業補助者の業務の拡充、質の向上。
・未収金が発生した場合、分納誓約書の締結等の回収
に取組、収益の確保。
・救急受入増加。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課　名 医事課
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シート２（医事課）
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すべての人に
健康と福祉を

２次救急病院として、当院で受け入れるべき患者は受
け入れる。

人間ドック及び健診に関わる自治体・企業との契約、請
求等、運用について健康管理センターと連携を図り、受
入増加・体制の取組を進める。

診療報酬（請求、入金報告）に関わる統計業務、病棟単
位別・科別・稼働額等統計業務、入/外来患者数管理
（病棟別・科別・医師別・疾患別）等、データ抽出し経営
に役立てる。

Ｒ７年度更新予定の電子カルテ更新に向け、情報収集
を行い、より費用対効果の高い機器の購入計画を立て
る。

未手金回収業務を弁護士法人に委託していることを院
内掲示し、啓発する。最近増加している保険未加入の
外国人の診療に対し、早期に診療費を提示し保険診療
に切り替えることで、患者負担、未収金発生を予防す
る。

患者、職員の安全確保、医療事故防止等病院全体の
安全管理の取組や訴訟について医療安全対策室と連
携を図り取り組む。

医師の働き方改革に貢献できるよう、医師の事務をタス
クシフトし、医師の負担軽減に向けた取組として、引き
続き医師事務補助者を確保（予定人員１０人）していく。

121

123

123

10 医療安全事務事業

9
医師事務作業補助
者の精度向上事業

8
未収金の発生予防：
回収事業

医事関係統計事業

7
医療情報システム整
備事業

6

4 救急受入拡充事業

5
健康管理センター
（人間ドック等）受入
拡充事業

123 3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

2
診療報酬取得向上
事業

3
医療関係法令等（施
設基準等）手続事業

診療報酬改定に適正に対応し、新規や上位の施設基
準を取得する。また、減点・査定されないレセプトの作
成に努める。

保健医療機関が一定の基準を満たすため算定できる
施設基準、各種指定医療機関の届出等の精度、収益
の向上に努める。

122 3 すべての人に
健康と福祉を1 受療行動取組事業

紹介受診重点医療機関として地域の開業医と連携し、
当院で検査・手術の必要な患者を適正に受け入れ、か
かりつけ医機能は地域の開業医へ逆紹介していく。

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○病院基本方針に基づき、病院目標を達成する。
・紹介受診重点医療機関として、紹介患者の受入を増加する。
・医療DXに適切に対応し、電子カルテシステム等の計画的な更新・保守管理を行う。
・診療報酬改定に適正に対応する。
・医師事務作業補助者（ＭＡ）を確保し、医師の負担軽減に繋げる。
・救急車の受入台数を増加し、２次救急病院としての役割を果たす。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を



課方針書
（令和６年度）

シート１（戦略企画室）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

課 長 名 松岡　範将

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

・安定的な病院経営のもと、継続的に健全な収支バラ
ンスを維持している。
・市民病院の医療の質、患者サービスの質が向上し、
市民病院に対する市民等の安心・信頼が高まってい
る。
・専門性の高い医療を提供する「急性期機能」を中心
に、『海部医療圏の医療を守る要』としての役割を、
市民病院が果たしている。
・医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提
供される「地域包括ケアシステム」が構築され、市民
病院がその一翼を担い、市民の安心の砦として機能し
ている。

・病院全体の課題に対する組織横断的なマネジメント。
・市民病院の経営強化。
・安定的な病院経営・運営の継続。
・医療環境の変化への適切な対応。

■課題の認識

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

課　名 戦略企画室

レベルアップ

地域医療構想への対応

■課の構成（令和６年４月１日現在）

戦略企画室　４人
　室長　　　１人
　室員　　　３人（うち会計年度任用職員１人）

持続可能な地域医療提供体制を確保するために、全職員
が自覚と責任をもって経営強化（収入確保・経費抑制）
に取り組むことを促進する。

一般事務職員と診療情報管理士との連携やシステムの活
用等により、データ収集・管理及び分析能力を高める。

令和６年度診療報酬改定に対し、継続的な情報収集、情
報共有に努めるとともに、改定内容に対する理解を深
め、適切に対応する。

会議構成員の意識改革、運営改善等により、会議の生産
性を高める。

既存の実行計画について、実効性をもって推進を図ると
ともに、現況に応じた既存計画の見直しを行う。

地域医療構想の推進に適切に対応するために、院内の調
整等を行い、当院の方向性を明確にする。

どのような広報活動を展開していくのか、方向性を描
き、広報活動につなげるとともに、当該活動効果を検証
する。

経営の強化

経営分析の充実

医療環境変化への対応

院内会議の充実

事業計画の推進

計画的な業務遂行、医療に関する知識の習得などを推進
し、各自のスキルアップ、組織力の向上を図る。

戦略的広報の推進



課方針書
（令和６年度）

シート２（戦略企画室）

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

SDGs目標事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○海部医療圏における当院の役割を再確認し、その役割を着実に果たしていく。
○令和６年度病院目標を達成する。
○経営強化プランに基づき、目標達成（収入確保・経費抑制等）に向けた各取組の進捗を図る。
○組織横断的なマネジメントを行い、院内職員の意識付け・意識改革、業務の適正化、改善行動
を促し、院内改善及び人材育成につなげていく。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

123 3 すべての人に
健康と福祉を1 経営強化事業

経営強化プラン推進のほか、診療報酬算定向上、
データ分析・提供等を行い、収支改善・医療の質向
上を図る。

2
経営強化プラン推
進事業

3
経営データ収集・
分析事業

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域
の実情を踏まえつつ、経営強化プランに基づき、目
標達成（収入確保・経費抑制等）に向けた各取組の
進捗を図る。

自院の役割に基づく主要な指標の設定、他院とのベ
ンチマーク、取るべき方策の提案などを行う。

123

123

3 すべての人に
健康と福祉を

3 すべての人に
健康と福祉を

院内会議運営事業

7 事業計画推進事業

6

4 収益向上事業

5
診療報酬改定対応
事業

10 資金計画管理事業

9
予算編成方針作成
事業

8 広報戦略事業

122

123

3 すべての人に
健康と福祉を

診療報酬取得向上、救急受入向上、紹介件数向上、
地域包括ケア病棟活用、補助金等活用の掘り起こし
などにより、収益を高める。

令和６年度診療報酬改定に対し、継続的な情報収
集、情報共有に基づくシミュレーション等を行い、
当院にとって最良な改定対応を図る。

「会議参加者の当事者意識の向上」、「活発な意見
交換」、「会議時間の短縮」、「課題と結論の明確
化」などを促進し、円滑な会議運営を行う。

職員採用、医療機器整備、施設修繕、医局訪問、開
業医訪問などの各種事業計画について、実効性を
もって推進を図るとともに、現況に応じた既存計画
の見直しを行う。

どのような広報活動を展開していくことが有効かを
検討し、広報活動の方向性を描くとともに、当該活
動効果を検証する。

短期（３～５年）及び中期（10年程度）の収支計画
の策定、キャッシュフローの日次管理を行う。

自院の現状分析を行い、次年度の方向性、診療科別
目標値などを定め、予算編成方針としてまとめる。

123

122

122

123

122


